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本日、 基本的対処方針が一部変更さ れたこ と 等を踏まえ、 ７ 月 15 日事

務連絡について、 同一イ ベント における「 大声あり 」、「 大声なし 」 のエ

リ アを 明確に区分し て開催する 場合の取扱い等の一部見直し を 行いま

し たので、 改定版の事務連絡を通知し ます。  
 

事 務 連 絡 
令和４ 年９ 月８ 日 

各都道府県知事 殿 

各府省庁担当課室 各位 

内閣官房新型コ ロナウイ ルス等感染症対策推進室長 

 

基本的対処方針に基づく イ ベント の開催制限、  

施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 

令和４ 年９ 月８ 日、 新型コ ロナウイ ルス感染症対策本部において、「 新

型コ ロナウイ ルス感染症対策の基本的対処方針」（ 以下「 基本的対処方針」

と いう 。） が一部変更さ れたこ と 等を踏まえ、 都道府県対策本部において

法に基づく 適正な運用がなさ れるよう 、 下記のと おり 、 イ ベント の開催

制限、 施設の使用制限等に係る留意事項等を示す。 感染状況に応じ たイ

ベント 開催制限等の概要は別紙１ 、 イ ベン ト 開催等における 必要な感染

防止策は別紙２ 、 感染防止安全計画策定等に係る事務手続き フ ローは別

紙３ 、 オミ ク ロン株の特徴を 踏まえた感染防止策については別紙４ 、 効

果的な換気のポイ ント については別紙５ のと おり 。  

なお、 感染状況や新たな知見が得ら れる 等の状況に応じ 、 通知内容を

見直す場合があるこ と にも 留意さ れたい。  

 

記 

 

１ ． イ ベント の開催制限 

（ １ ） 特定都道府県 

ア．  イ ベント の開催制限の目安等 

( ア) 基本的対処方針三（ ５ ） １ ） 等に基づき 、 イ ベント 開催の目安を 

以下のと おり と する。 特定都道府県は、 以下を目安と する規模要件

等を設定し 、 それに基づいたイ ベント ( 開催さ れる施設等の種類を問
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わない。 以下同様と する。） の開催をイ ベント 主催者等に対し て、 法

第２ ４ 条第９ 項に基づき 要請するこ と 。  

①感染防止安全計画（ 以下、「 安全計画」 と いう 。 安全計画の概要等に

ついては、「 イ ベント 開催等における感染防止安全計画等について（ 改

定その７ ）」（ 令和４ 年９ 月８ 日事務連絡） を参照さ れたい。） を 策定

し 、 都道府県による確認を受けた場合 

  人数上限１ ０ , ０ ０ ０ 人かつ収容率の上限を １ ０ ０ ％と する。  

  さ ら に、 別途定める対象者に対する全員検査（ 以下「 対象者全員検

査」 と いう 。対象者全員検査については、「 新型コ ロナウイ ルス感染

症対策の基本的対処方針（ 令和４ 年１ 月７ 日変更） における「 対象

者に対する全員検査」 の取扱いについて」（ 令和４ 年１ 月７ 日事務

連絡） 等を参照さ れたい。） を実施し た場合には、人数上限を収容定

員までと するこ と を可能と する。  

  なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、

定めら れた人数上限（ 緊急事態措置区域においては１ ０ , ０ ０ ０ 人）

を超える範囲の入場者と する。  

②それ以外の場合 

  人数上限５ , ０ ０ ０ 人かつ収容率の上限を５ ０ ％（ 大声あり 。 大声

あり の定義等については１ ． ( ４ ) ウ． を参照さ れたい。） 又は１ ０

０ ％（ 大声なし ） と する。  

  なお、 こ の場合、 都道府県が定める様式に基づく 感染防止策等を

記載し たチェ ッ ク リ スト をイ ベント 主催者等が作成・ HP等で公表

する。 イ ベント 主催者等は、 当該チェ ッ ク リ スト をイ ベント 終了

日より １ 年間保管するこ と 。  

①及び②のいずれの場合についても 、 特定都道府県は、 イ ベント 等

の開催に当たっ ては、 その規模に関わら ず、「 三つの密」 が発生し ない

席の配置や「 人と 人と の距離の確保」、「 マスク（ 不織布マスク を推奨。

以下同じ 。） の着用」、 イ ベント の開催中や前後における選手、 出演者

や参加者等に係るイ ベント 主催者等による行動管理等、 基本的な感染

防止策が講じ ら れるよう 、 イ ベント 主催者等に対し て強く 働き かける

と と も に、 参加者名簿を 作成し て連絡先等を 把握し ておく こ と や、

COCOA等の活用等について、 イ ベント 主催者等に周知するこ と 。  

 イ ． 営業時間短縮等の要請 

原則、 要請を 行う こ と を 求めないが、 地域の感染状況等を 踏まえ、

都道府県知事の判断により 、 開催時間を 制限する要請を 行う こ と も 可

能と する。  

 ウ． チケッ ト 販売の取扱い等 
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( ア) 緊急事態措置の公示が行われた日から 最大３ 日間の周知期間終了

後までにチケッ ト 販売が開始さ れた場合（ 優先販売など、名前の如何

に関わら ず、 何ら かの形で販売が開始さ れているも の） には、 周知期

間終了までに販売さ れたも のに限り 、 上記ア． 及びイ ． は適用せず、

販売し たチケッ ト を 自ら キャ ン セルする 必要はないも のと イ ベン ト

主催者等に周知するこ と 。  

( イ ) 上記周知期間後に販売開始さ れるも のは、 上記ア． 及びイ ． を満た

すこ と 。  

エ． 公示さ れた緊急事態措置を実施すべき 期間終了後に開催予定イ ベ

ント の取扱い等 

公示さ れた緊急事態措置を 実施すべき 期間終了後に開催予定のイ ベ

ント のチケッ ト を販売する場合は、 措置期間の延長が行われる可能性

があるこ と を踏まえて、 慎重を期すこ と 。  

  

（ ２ ） 重点措置区域である都道府県 

ア． イ ベント の開催制限の目安等 

( ア) 基本的対処方針三（ ５ ） ２ ） 等に基づき 、 イ ベント 開催の目安を以

下のと おり と する。 都道府県は、 地域の実情に応じ 、 以下を目安と

する規模要件等を設定し 、 それに基づいたイ ベント の開催をイ ベン

ト 主催者等に対し て、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 要請するこ と 。  

①安全計画を策定し 、 都道府県による確認を受けた場合 

  人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を１ ０ ０ ％と するこ と

を基本と する。  

②それ以外の場合 

  人数上限５ , ０ ０ ０ 人かつ収容率の上限を５ ０ ％（ 大声あり ） 又は

１ ０ ０ ％（ 大声なし ） と する。  

  なお、 こ の場合、 都道府県が定める様式に基づく 感染防止策等を

記載し たチェ ッ ク リ スト をイ ベント 主催者等が作成・ HP等で公表

する。 イ ベント 主催者等は、 当該チェ ッ ク リ スト をイ ベント 終了

日より １ 年間保管するこ と 。  

①及び②のいずれの場合についても 、 都道府県は、 イ ベント 等の開

催に当たっ ては、 その規模に関わら ず、「 三つの密」 が発生し ない席の

配置や「 人と 人と の距離の確保」、「 マスク の着用」、 イ ベント の開催中

や前後における選手、 出演者や参加者等に係るイ ベント 主催者等によ

る行動管理等、 基本的な感染防止策が講じ ら れるよう 、 イ ベント 主催

者等に対し て強く 働き かけると と も に、 参加者名簿を作成し て連絡先
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等を把握し ておく こ と や、COCOA等の活用等について、イ ベント 主催者

等に周知するこ と 。また、当該地域で開催さ れるイ ベント 等について、

観客の広域的な移動やイ ベント 等の前後の活動等で生じ る感染拡大リ

スク を 抑制するため、 イ ベント 等の前後の活動における基本的な感染

対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行う も のと する。  

 

（ ３ ） その他の都道府県 

ア． イ ベント の開催制限の目安等 

( ア) 基本的対処方針三（ ５ ） ３ ） 等に基づき 、 イ ベント 開催の目安を以

下のと おり と する。 都道府県は、 地域の実情に応じ 、 以下を目安と

する規模要件等を設定し 、 それに基づいたイ ベント の開催をイ ベン

ト 主催者等に対し て、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 要請するこ と 。  

①安全計画を策定し 、 都道府県による確認を受けた場合 

  人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を１ ０ ０ ％（ 大声な

し ） と するこ と を基本と するが、 同一イ ベント において、「 大声あ

り 」、「 大声なし 」 のエリ アを明確に区分し て開催する場合の収容

率の上限は、 それぞれ、 ５ ０ ％（ 大声あり ）・ １ ０ ０ ％（ 大声な

し ） と する。  

②それ以外の場合 

  人数上限５ , ０ ０ ０ 人又は収容定員の５ ０ ％いずれか大き い方かつ

収容率の上限を５ ０ ％（ 大声あり ） 又は１ ０ ０ ％（ 大声なし ） と す

るこ と を基本と する。  

  こ の場合、都道府県が定める様式に基づく 感染防止策等を記載し た

チェ ッ ク リ スト をイ ベント 主催者等が作成・ HP等で公表する。 イ ベ

ント 主催者等は、当該チェ ッ ク リ スト をイ ベント 終了日より １ 年間

保管するこ と 。  

  なお、同一イ ベント において、「 大声あり 」、「 大声なし 」 のエリ アを

明確に区分し て開催する場合の収容率の上限は、 それぞれ、 ５ ０ ％

（ 大声あり ）・ １ ０ ０ ％（ 大声なし ） と する。  

①及び②のいずれの場合についても 、 都道府県は、 イ ベント 等の開

催に当たっ ては、 その規模に関わら ず、「 三つの密」 が発生し ない席の

配置や「 人と 人と の距離の確保」、「 マスク の着用」、 イ ベント の開催中

や前後における選手、 出演者や参加者等に係るイ ベント 主催者等によ

る行動管理等、 基本的な感染防止策が講じ ら れるよう 、 イ ベント 主催

者等に対し て強く 働き かけると と も に、 イ ベント で感染者が発生し た

際の参加者等への注意喚起のための方策を 講じ るよう イ ベント 主催者

等に周知するこ と 。また、当該地域で開催さ れるイ ベント 等について、
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観客の広域的な移動やイ ベント 等の前後の活動等で生じ る感染拡大リ

スク を 抑制するため、 イ ベント 等の前後の活動における基本的な感染

対策の徹底等を行う も のと する。  

 

（ ４ ） 留意事項 

ア． 感染拡大防止に必要な取組の継続等 

都道府県においては、 こ れまでの事務連絡も 参照し つつ、 別紙２ に

示すイ ベント 開催等に必要な感染防止策等を実施するよう 、事業者等

への周知徹底を引き 続き 行う こ と 。   

イ ． 法第２ ４ 条第９ 項に基づく 要請等を行う 場合の留意事項について 

要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象と し て行う

こ と は差し 支えないが、 当該要請等は行政手続法（ 平成５ 年法律第８

８ 号） 第２ 条第１ 項第６ 号の行政指導に該当すると 考えら れるこ と か

ら 、 同法及び各都道府県の行政手続条例に則り 、 当該要請の趣旨及び

内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があるこ と に留意し 、徹

底するこ と 。  

また、個々の事業者や施設管理者等に対し て要請等を行う 判断の考

え方や基準について合理的説明が可能であり 、公正性の観点から も 説

明ができ るも のになっ ているかと いっ た観点から も 検討を 行う こ と 。 

ウ． 収容率の目安判断に当たっ ての留意事項等について 

収容率の目安判断に当たり 、「 大声」 を「 観客等が、 ( ア) 通常より も

大き な声量で、 ( イ ) 反復・ 継続的に声を発するこ と 」 と 定義し 、 こ れ

を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さ ないイ ベント を「 大

声あり 」 に該当するも のと する。  

＜大声の具体例＞ 

  観客間の大声・ 長時間の会話 

  スポーツイ ベント において、 反復・ 継続的に行われる応援歌の合唱 

※得点時の一時的な歓声等は必ずし も 当たら ない。  

エ． 問題が確認さ れたイ ベント 主催者等への対応等について 

問題が確認さ れたイ ベント 主催者等への対応については、 こ れまで

も 令和３ 年９ 月２ ８ 日事務連絡１ ．（ ３ ） ⑥等において周知し ていると

こ ろ であるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き 続き 、次の対応を行

う こ と 。  

( ア) 都道府県 

都道府県は、 感染防止策の不徹底やク ラ スタ ー発生の可能性がある
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場合など問題が確認さ れたイ ベント 主催者等に対し て、必要に応じ て、

法第２ ４ 条第９ 項等に基づき 、 速やかな結果報告資料の提出や、 実効

的な改善策が策定・ 実施さ れると 判断するまでの間、 今後開催予定の

イ ベント に関し て収容率上限１ ０ ０ ％の適用を 行わないこ と 等を当該

イ ベント 主催者等に対し て個別に要請を行う こ と 。  

( イ ) 関係府省庁 

関係府省庁は、 専門家、 業界団体と 連携し 、 業界の感染防止策実施状

況について確認し 、 問題発生事例を踏まえ、 イ ベント 開催時に必要な感

染防止策の見直し や業種別ガイ ド ラ イ ン の改訂等の適切なフ ォ ロ ーア

ッ プを 行う こ と 。  

※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認さ

れたと 判断し たイ ベント 主催者等については、相互に情報共有するこ

と 。  

※当該イ ベント 主催者等の情報については、必要に応じ て内閣官房新型

コ ロナウイ ルス等感染症対策推進室（ 以下「 コ ロナ室」 と いう 。） を

通じ て各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コ ロナ室への情報共

有に当たっ ては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも 共有さ れ

るこ と に留意し 、各都道府県や関係各府省庁はイ ベント 主催者等に対

し 事前の説明を行う こ と 。  

オ． 各種イ ベント ・ 行事の開催判断に当たっ ての留意事項等 

  関係各府省庁及び各都道府県においては、 各種イ ベント ・ 行事の開

催判断に当たっ て、イ ベント 開催時に必要な感染防止対策の徹底や

開催制限の目安を踏まえた開催規模・ 時期の検討等に加え、例えば、

部活動等における 成果を 発揮する 場と し て全国大会等の開催は重

要であるこ と 等、 個々の行事が有する事情に鑑み、 開催のあり 方を

個別具体に検討する必要がある。 各種イ ベント ・ 行事の開催判断に

際し て、 各部局間の調整等を適切に実施し 、 感染防止策の徹底を図

ると と も に、 各行事・ イ ベント の趣旨を踏まえつつ、 開催のあり 方

を適切に判断するこ と 。  

  お祭り など多数の出演者が参加するイ ベント 開催に当たっ ては、地

域の感染状況や出演者が取り 得る感染対策等を踏まえ、開催規模や

内容の見直し 、必要な感染対策の充実について適切に判断するこ と 。 

カ ． その他留意事項等について 

  上記の人数上限や収容率要件の解釈については、令和３ 年２ 月２ ６

日事務連絡１ ．（ １ ） ②のと おり 取り 扱う こ と 。  

  「 イ ベント 」 については、 都道府県知事の判断により 、 特定都道府

県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパ
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ーク 等を含めるこ と ができるこ と 。  

 

２ ． 施設の使用制限等 

（ １ ） 特定都道府県 

特定都道府県は、 法施行令第１ １ 条第１ 項に規定する施設を対象に、

以下の要請又は働き かけを実施するこ と 。  

なお、特定都道府県が各種要請を行う 場合にはエッ センシャ ルワーカ

ーの事業環境を踏まえた配慮を行う など、 適正な法運用を図るこ と 。  

ア． 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（ 第４ ５ 条第２ 項等）  

 （ ア） 飲食店（ 第１ ４ 号）  

  特定都道府県は、 基本的対処方針三（ ５ ） １ ） 等に基づき 、 法第４

５ 条第２ 項等に基づき 、酒類又はカ ラ オケ設備を提供する飲食店等

（ 利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類

及びカ ラ オケ設備の提供（ 利用者による酒類の店内持込みを含む。）

を 取り 止める場合を 除く 。） に対し て休業要請を 行う と と も に、 上

記以外の飲食店（ 宅配・ テイ ク アウト を除く 。） に対し て、営業時間

の短縮（ ２ ０ 時までと する。） の要請を行う こ と 。ただし 、都道府県

知事の判断により 、 第三者認証制度の適用店舗（ 以下「 認証店」 と

いう 。） において２ １ 時までの営業（ 酒類提供も 可能） も でき るこ と

と するほか、認証店において、対象者全員検査を実施し た場合には、

収容率の上限を５ ０ ％と し つつ、カ ラ オケ設備を提供でき るこ と と

する。  

  その際、休業等の要請に応じ ている施設と 応じ ていない施設と の公

平性を 保つため、 要請に応じ ない場合には、 速やかに、 命令等の手

続き を 開始し 、命令を行っ た店舗名については公表を積極的に行う

こ と 。 公表する際には、「 特措法に基づく 命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（ 周知）」（ 令和３ 年７ 月８ 日事務連

絡） のと おり 取り 扱う こ と 。 また、 命令等を行い公表する店舗につ

いては、 その旨をコ ロナ室に報告するこ と 。  

  特定都道府県は、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 、 飲食店等及び飲食店

等の利用者に対し 、同一グループの同一テーブルでの５ 人以上の会

食を避けるよう 要請するも のと し 、認証店における対象者全員検査

を実施し た会食については、同一グループの同一テーブルでの５ 人

以上の会食も 可能と する。  

  以上の要請に当たっ ては、 特定都道府県は、 関係機関と も 連携し 、

休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた

めの対策・ 体制の更なる強化を行い、 原則と し て全ての飲食店等に
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対し て見回り ・ 実地の働き かけを行う と と も に、 当該取組について

適切に情報発信を 行う も のと する。「 飲食店における感染防止対策

を 徹底するための第三者認証制度の導入について（ 改定その６ ）」

（ 令和４ 年９ 月８ 日事務連絡） 等も 踏まえて、 特定都道府県は、 実

効性ある第三者認証制度の普及と 認証店の拡大に努めるこ と 。  

 （ イ ） 遊興施設（ 第１ １ 号） のう ち、 飲食業の許可を受けている飲食店 

及び飲食を主と し て業と し ていない店舗（ カ ラ オケ店等）  

  特定都道府県は、 基本的対処方針三（ ５ ） １ ） 等に基づき 、 酒類又

はカ ラ オケ設備を 提供する 飲食業の許可を 受けている 飲食店及び

飲食を 主と し て業と し ていない店舗（ カ ラ オケ店等） に対し 、 前記

２ ． ( １ ) ア．（ ア） と 同様の要請を行う こ と 。 ただし 、 飲食を主と し

て業と し ていない店舗（ カ ラ オケ店等） におけるカ ラ オケ設備の提

供については、 認証店であるこ と を要件と し ないが、 業種別ガイ ド

ラ イ ンを遵守するよう 要請を行う こ と 。  

 （ ウ） 結婚式場等 

  特定都道府県は、 基本的対処方針三（ ５ ） １ ） 等に基づき 、 酒類又

はカ ラ オケ設備を 提供する 飲食業の許可を 受けている 結婚式場等

に対し 、 前記２ ． ( １ ) ア．（ ア） と 同様の要請を行う こ と 。  

  なお、 披露宴等を ホテル又は旅館（ 集会の用に供する部分に限る）

で行う 場合も 同様の条件を求めるも のと する。  

イ ． 集客施設への要請等（ 法第４ ５ 条第２ 項等）  

（ ア） 特定都道府県は、 基本的対処方針三（ ５ ） １ ） 等に基づき 、 地域

の感染状況等に応じ て、都道府県知事の判断により 、法第４ ５ 条第２

項等に基づき 、人数管理、人数制限、誘導等の「 入場者の整理等」「 入

場者に対するマスク の着用の周知」「 感染防止措置を 実施し ない者の

入場の禁止」「 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（ 飛

沫を 遮るこ と ができ る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第１ ２ 条に規定さ れる各措置について事業者に対し て要

請を行う こ と 。 また、 上記の要請に際し ては、 以下のよう な例示を参

考に、 人が密集するこ と 等を防ぐ ため、「 入場者の整理等」 を行う よ

う 事業者に要請すると と も に、入場整理等の実施状況についてホーム

ページ等を通じ て広く 周知するよう 働きかけるこ と 。その際には、人

数管理・ 人数制限等について、例えば以下のよう な方法があるこ と に

留意するこ と 。  

  なお、 こ こ でいう「 入場者の整理等」 と は、 入場者が密集し ないよう

整理・ 誘導する等の措置と 、施設の入場者の人数管理・ 人数制限等の

措置の双方を含むも のである。  
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  施設全体での措置 

  出入口にセンサー、 サーモカ メ ラ 等を設置し 、 入場者・ 滞留

者を計測し 人数管理を行う  

  出入口の数の制限、 入構制限、 駐車場の収容上限の一時的削

減等により 人数制限を行う  

  売場別の措置 

  入口を限定し 係員が入場人数を記録、 入場整理券・ 時間帯別

販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録

等により 人数管理を行う  

  一定以上の入場ができ ないよう 人数制限を 行う  

  アプリ で混雑状況を配信でき る体制を構築する 

（ イ ） 関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における

要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じ るこ と 。 

 

（ ２ ） 重点措置区域である都道府県 

基本的対処方針三（ ５ ） ２ ） 等に基づき 、 都道府県知事の判断により 、

以下の要請又は働き かけを 行う こ と 。 まん延防止等重点措置に係る要請

の対象については、 令和３ 年２ 月１ ２ 日事務連絡「「 新型イ ンフ ルエンザ

等対策特別措置法等の一部を 改正する法律」 及び「 新型イ ンフ ルエンザ

等対策特別措置法等の一部を 改正する法律の施行に伴う 関係政令の整備

に関する政令」 の公布について（ 新型イ ン フ ルエンザ等対策特別措置法

関係）」 第１ . ６ （ １ ） 等を参照さ れたい。  

なお、 各都道府県が各種要請を 行う 場合にはエッ センシャ ルワーカ ー

の事業環境を踏まえた配慮を行う など、 適正な法運用を図るこ と 。  

ア． 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（ 法第３ １ 条の６ 第１ 項

等）  

基本的対処方針三（ ５ ） ２ ） 等に基づき 、 各知事が定める期間及び区域

において、 以下のと おり 取り 扱う こ と 。  

（ ア） 飲食店 

  都道府県は、 措置区域において、 法第３ １ 条の６ 第１ 項等に基づき 、

認証店以外の飲食店（ 宅配・ テイ ク アウト を 除く 。） に対する営業時間

の短縮（ ２ ０ 時までと する。） の要請を行う と と も に、酒類の提供を行

わないよう 要請するも のと する。 また、 認証店に対し ては、 営業時間

の短縮（ ２ １ 時までと する こ と を基本と する。） の要請を 行う こ と と

する。 こ の場合において、 地域の感染状況等を踏まえ、 都道府県知事
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の判断により 、酒類の提供を行わないよう 要請するこ と も 可能と する。

（ また、 都道府県知事の判断によっ ては、 営業時間の短縮の要請を行

わないこ と も 可能と する。）  

  その際、 営業時間の短縮等の要請に応じ ている施設と 応じ ていない施

設と の公平性を保つため、 要請に応じ ない場合には、 速やかに、 命令

等の手続き を開始し 、 命令を行っ た店舗名については公表を 積極的に

行う こ と 。公表する際には、「 特措法に基づく 命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（ 周知）」（ 令和３ 年７ 月８ 日事務連絡）

のと おり 取り 扱う こ と 。また、命令等を行い公表する店舗については、

その旨を当室に報告するこ と 。  

  都道府県は、 措置区域において、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 、 飲食店

等及び飲食店等の利用者に対し 、 同一グループの同一テーブルでの５

人以上の会食を避けるよう 要請するも のと し 、 認証店における対象者

全員検査を実施し た会食については、 同一グループの同一テーブルで

の５ 人以上の会食も 可能と する（ 都道府県知事の判断により 、 ワク チ

ン・ 検査パッ ケージ制度を適用し 、 上記の取扱いを行う こ と を可能と

する。）。  

  以上の要請に当たっ ては、 都道府県は、 関係機関と も 連携し 、 営業時

間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・ 体制の更

なる強化を行い、 原則と し て措置区域内の全ての飲食店等に対し て見

回り ・ 実地の働き かけを 行う と と も に、 当該取組について適切に情報

発信を 行う も のと する 。「 飲食店における 感染防止対策を 徹底する た

めの第三者認証制度の導入について（ 改定その６ ）」（ 令和４ 年９ 月８

日事務連絡） 等も 踏まえて、 都道府県は、 実効性ある第三者認証制度

の普及と 認証店の拡大に努めるこ と 。  

（ イ ） 遊興施設のう ち、 飲食業の許可を 受けている飲食店及び飲食を 主

と し て業と し ていない店舗（ カ ラ オケ店等）  

前記２ ． ( ２ ) ア．（ ア） と 同様の要請を行う こ と 。  

（ ウ） 結婚式場等 

  基本的対処方針三（ ５ ） ２ ） 等に基づき 、 飲食業の許可を受けている

結婚式場等に対し 、 前記２ ． ( ２ ) ア．（ ア） と 同様の要請を行う こ と 。  

  なお、 披露宴等をホテル又は旅館（ 集会の用に供する部分に限る） で

行う 場合も 同様の条件を 求めるも のと する。  

イ ．  ア． 以外の施設（ 法第３ １ 条の６ 第１ 項等）  

  都道府県は、 基本的対処方針三（ ５ ） ２ ） 等に基づき 、 地域の感染状

況等に応じ て、 都道府県知事の判断により 、 措置区域において、 法第

３ １ 条の６ 第１ 項等に基づき、「 入場をする者の整理等」「 入場をする
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者に対するマスク の着用の周知」「 感染防止措置を 実施し ない者の入

場の禁止」「 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（ 飛沫

を 遮るこ と ができ る板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第５ 条の５ に規定さ れる各措置について事業者に対し て

要請を 行う こ と 。  

  要請に際し ては、 法第３ １ 条の６ 第１ 項に基づく 要請は、 業態に属す

る事業を行う 者に対し 行う も のであるこ と に留意するこ と 。  

  なお、 こ こ でいう 「 入場者の整理等」 と は、 入場者が密集し ないよう

整理・ 誘導する等の措置と 、 施設の入場者の人数管理・ 人数制限等の

措置の双方を含むも のであるこ と に留意するこ と 。  

 

（ ３ ） その他の都道府県 

ア．  飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（ 法第２ ４ 条第９ 項）  

  都道府県は、 感染拡大の傾向が見ら れる場合には、 法第２ ４ 条第９ 項

に基づき 、 飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行う こ と 。 こ の場

合において認証店以外の店舗については２ ０ 時までと し 、認証店につ

いては要請を行わないこ と を基本と する。  

  都道府県は、 感染拡大の傾向が見ら れる場合には、 法第２ ４ 条第９ 項

に基づき 、 飲食店等及び飲食店等の利用者に対し 、 同一グループの同

一テーブルでの５ 人以上の会食を避けるよう 要請するも のと し 、認証

店における対象者全員検査を実施し た会食については、同一グループ

の同一テーブルでの５ 人以上の会食も 可能と する（ 都道府県知事の判

断により 、 ワク チン・ 検査パッ ケージ制度を適用し 、 上記の取扱いを

行う こ と を可能と する。）。  

  上記の要請に当たっ ては、 都道府県は、 営業時間の短縮や第三者認証

制度等の遵守を徹底するための見回り・ 実地の働き かけを進めるも の

と する。  

  「 飲食店における 感染防止対策を 徹底する ための第三者認証制度の

導入について（ 改定その６ ）」（ 令和４ 年９ 月８ 日事務連絡） 等も 踏ま

えて、 都道府県は、 実効性ある第三者認証制度の普及と 認証店の拡大

に努めるこ と 。  

 

３ ． 外出・ 移動 

（ １ ）  特定都道府県 

  特定都道府県は、 法第４ ５ 条第１ 項に基づき 、 混雑し た場所や感染

リ スク が高い場所への外出・ 移動の自粛について協力の要請を 行う こ
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と 。 特に、 感染対策が徹底さ れていない飲食店等や休業要請又は営業

時間短縮の要請に応じ ていない飲食店等の利用を 厳に控えるこ と につ

いて、住民に徹底するこ と 。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間

の移動は、極力控えるよう に促すこ と 。こ の場合において、対象者全員

検査を受けた者は、 その対象と し ないこ と を基本と する。  

  特定都道府県は、法第４ ５ 条第１ 項に基づき 、路上・ 公園等における

集団での飲酒など、 感染リ スク が高い行動に対し て、 必要な注意喚起

や自粛の要請等を 行う と と も に、 実地の呼びかけ等を 強化するも のと

する。  

 

（ ２ ） 重点措置区域である都道府県 

  都道府県は、措置区域において、法第３ １ 条の６ 第２ 項に基づき 、営

業時間の変更を 要請し た時間以降、 飲食店にみだり に出入り し ないよ

う 、 住民に対し て要請等を行う こ と 。  

都道府県は、 措置区域において、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 、 混雑し

た場所や感染リ スク が高い場所への外出・ 移動の自粛及び感染対策が徹

底さ れていない飲食店等の利用を自粛するこ と 等について、住民に対し

て協力の要請を行う こ と 。  

都道府県間の移動については、移動先での感染リ スク の高い行動を控

えるよう 促すこ と 。 また、 都道府県知事の判断により 、 不要不急の都道

府県間の移動、特に緊急事態措置区域と の往来は、極力控えるよう に促

すこ と ができ るこ と と する。こ の場合において、対象者全員検査を受け

た者は、その対象と し ないこ と を基本と する（ 都道府県知事の判断によ

り 、 ワク チン・ 検査パッ ケージ制度を適用し 、 上記の取扱いを 行う こ と

を可能と する。）。  

 

（ ３ ） その他の都道府県 

都道府県は、 帰省や旅行等、 都道府県を またぐ 移動は、「 三つの密」

回避を 含め基本的な感染防止策を徹底すると と も に、移動先での感染リ

スク の高い行動を控えるよう 促すこ と 。また、都道府県知事の判断によ

り 、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控

えるよう に促すこ と ができるこ と と する。こ の場合において、対象者全

員検査を受けた者は、その対象と し ないこ と を基本と する（ 都道府県知

事の判断により 、 ワク チン・ 検査パッ ケージ制度を適用し 、 上記の取扱

いを行う こ と を可能と する。）。  

都道府県は、業種別ガイ ド ラ イ ン等を遵守し ている施設等の利用を促

すこ と 。  
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都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるク ラ スタ ーの発生があ

っ た場合、政府と 連携し て、混雑し た場所や感染リ スク が高い場所への

外出の自粛に関し て速やかに住民に対し て必要な協力の要請等を 行う

こ と 。  

 

４ ． その他留意事項等 

  感染が急速に拡大し 、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等におい

ては、 対象者全員検査等を活用し ないこ と も 可能と する。 また、 重点

措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動制限の

緩和に際し 、 都道府県知事の判断により 、 飲食店等の事業者等に、 対

象者全員検査の実施又はワク チン・ 検査パッ ケージ制度の適用のいず

れか一方を選択さ せるこ と も 可能と する。  

  都道府県において、 感染状況に応じ て、 国と し て示し た目安より 厳し

い基準を設定し 得るこ と に留意し 、 各地域の感染状況等に応じ て、 各

都道府県が適切に判断するこ と 。  

  その際は、各都道府県における取組の内容が公表さ れるまで内容が一

般に明ら かになっ ていないこ と から 、要請等の速やかな公表及び適切

な周知期間の設定について特に留意さ れたい。  

  本事務連絡で示し た取組より も 緩やかな取扱いを行う 場合には、慎重

に検討すると と も に、仮にそのよう な取扱いをし よう と する場合には、

あら かじ め国と 十分に連携するこ と 。  

  関係府省庁は、 所管団体及び独立行政法人等に対し 、 事業者において

別紙４ 及び別紙５ の感染防止策が実施さ れるよう 、基本的な感染防止

策や業種別ガイ ド ラ イ ン等の内容を再点検し 、 必要に応じ て、 感染防

止策の見直し や業種別ガイ ド ラ イ ン の策定及び改訂を 行う よ う 促す

こ と 。 また、 関係団体による業種別ガイ ド ラ イ ンの策定及び改訂に際

し ては、 感染防止策に資する情報を適時適切に提供するこ と 。 なお、

関係団体の自主的な取組であるこ と に留意するこ と 。  

  まん延防止等重点措置を 終了する都道府県においても 、地域における

感染状況や公衆衛生体制・ 医療提供体制への負荷の状況など、 地域の

実情を 踏まえ、法第２ ４ 条第９ 項に基づく 措置やオミ ク ロン株の特徴

を踏まえた感染防止策等を引き 続き 実施するこ と 。  

  都道府県は、 法第２ ４ 条第９ 項に基づき 、 事業者に対し て、 業種別ガ

イ ド ラ イ ンを遵守するよう 要請を行う こ と 。  

  関係府省庁及び都道府県は、令和４ 年３ 月１ １ 日の新型コ ロナウイ ル

ス感染症対策分科会の中間と り まと め「 地方公共団体や民間事業者等

によるワク チン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」 を踏
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まえ、 飲食、 イ ベント 、 旅行等の活動に際し てワク チン接種歴や陰性

の検査結果を 確認する 地方公共団体や民間事業者等によ る 取組を 推

奨するこ と 。  
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つ

い
て

は
、

①
飛

沫
感

染
対

策
の

対
策

例
を

参
照

③
接

触
感

染
策

 
イ

ベ
ン

ト
参

加
者

に
よ

る
こ

ま
め

な
手

洗
・

手
指

消
毒

の
徹

底
や

、
主

催
者

側
に

よ
る

イ
ベ

ン
ト

会
場

（
客

席
、

入
退

場
口

や
ト

イ
レ

等
の

共
用

部
）

の
消

毒
の

実
施

 
イ

ベ
ン

ト
会

場
（

客
席

、
入

退
場

口
や

ト
イ

レ
等

の
共

用
部

）
に

お
け

る
イ

ベ
ン

ト
参

加
者

間
の

適
切

な
距

離
の

確
保

【
①

と
同

様
】

⃝
具

体
的

な
手

洗
場

、
ア

ル
コ

ー
ル

等
の

手
指

消
毒

液
の

設
置

場
所

、
準

備
個

数
等

の
検

討
・

実
施

⃝
ア

ナ
ウ

ン
ス

等
に

よ
る

手
洗

・
手

指
消

毒
の

呼
び

か
け

⃝
距

離
の

確
保

に
つ

い
て

は
、

①
飛

沫
感

染
対

策
の

対
策

例
を

参
照

（
２

）
そ

の
他

の
感

染
対

策

④
飲

食
時

の
感

染
対

策
 

上
記

（
１

）
感

染
経

路
に

応
じ

た
感

染
対

策
と

併
せ

て
、

飲
食

時
の

感
染

対
策

（
食

事
中

以
外

の
マ

ス
ク

着
用

、
飲

食
に

伴
い

マ
ス

ク
を

外
す

際
の

会
話

自
粛

等
）

の
徹

底
の

周
知

⃝
ア

ナ
ウ

ン
ス

等
に

よ
る

飲
食

時
の

感
染

対
策

の
呼

び
か

け
⃝

飲
食

専
用

エ
リ

ア
の

設
置

及
び

当
該

エ
リ

ア
で

の
飲

食
の

推
奨

⃝
飲

食
店

に
求

め
ら

れ
る

感
染

対
策

等
を

踏
ま

え
た

飲
食

専
用

エ
リ

ア
で

の
感

染
対

策
（

身
体

的
距

離
の

確
保

、
マ

ス
ク

を
外

し
て

会
話

を
行

う
者

へ
の

個
別

注
意

等
）

イ
ベ

ン
ト

開
催

等
に

お
け

る
必

要
な

感
染

防
止

策
別

紙
２



基
本

的
な

感
染

防
止

策
具

体
的

な
対

策
例

※
対

策
の

例
で

あ
り

必
須

の
取

組
で

は
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

（
２

）
そ

の
他

の
感

染
防

止
策

⑤
イ

ベ
ン

ト
前

の
感

染
対

策
 

発
熱

等
の

症
状

が
あ

る
者

の
イ

ベ
ン

ト
参

加
の

自
粛

の
呼

び
か

け

⃝
体

制
構

築
の

上
、

検
温

・
検

査
の

実
施

⃝
発

熱
等

の
症

状
が

あ
る

者
の

参
加

自
粛

を
促

す
こ

と
が

で
き

る
キ

ャ
ン

セ
ル

ポ
リ

シ
ー

の
整

備

⑥
感

染
拡

大
対

策
 

イ
ベ

ン
ト

で
感

染
者

が
発

生
し

た
際

の
参

加
者

へ
の

注
意

喚
起

⃝
感

染
者

が
発

生
し

た
旨

の
参

加
者

へ
の

迅
速

な
周

知
⃝

C
O

C
O

A
や

各
地

域
の

通
知

サ
ー

ビ
ス

（
B
lu

et
o
o
th

や
Q

R
コ

ー
ド

を
用

い
た

も
の

等
）

等
に

よ
る

来
場

者
情

報
の

把
握

・
管

理
手

法
の

確
立

（
ア

プ
リ

等
の

確
実

な
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
や

来
場

者
情

報
を

把
握

す
る

た
め

の
具

体
的

な
措

置
の

検
討

）
⃝

チ
ケ

ッ
ト

購
入

時
の

参
加

者
の

連
絡

先
把

握

２
．

出
演

者
や

ス
タ

ッ
フ

の
感

染
対

策

⑦
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
の

感
染

対
策

 
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
に

よ
る

、
練

習
時

・
本

番
等

に
お

け
る

上
記

（
１

）
感

染
経

路
に

応
じ

た
感

染
対

策
に

加
え

、
健

康
管

理
や

必
要

に
応

じ
た

検
査

等
の

実
施

 
舞

台
と

客
席

と
の

適
切

な
距

離
の

確
保

な
ど

、
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
か

ら
参

加
者

に
感

染
さ

せ
な

い
た

め
の

対
策

の
実

施

⃝
日

常
か

ら
行

う
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
の

感
染

対
策

の
実

施
•

健
康

ア
プ

リ
の

活
用

等
に

よ
る

健
康

管
理

•
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
の

必
要

に
応

じ
た

検
査

の
実

施

•
発

熱
等

の
症

状
が

あ
る

者
は

出
演

・
練

習
を

控
え

る

•
練

習
時

や
そ

の
前

後
の

活
動

等
に

お
け

る
適

切
な

マ
ス

ク
の

正
し

い
着

用
、

出
演

者
や

ス
タ

ッ
フ

の
関

係
者

間
の

適
切

な
距

離
確

保
、

換
気

等

⃝
本

番
及

び
そ

の
前

後
の

活
動

に
お

け
る

出
演

者
や

ス
タ

ッ
フ

の
感

染
対

策
（

舞
台

上
等

で
の

マ
ス

ク
着

用
の

有
無

な
ど

に
応

じ
た

適
切

な
距

離
の

確
保

、
換

気
、

飲
食

を
伴

う
際

の
適

切
な

感
染

対
策

等
）

の
実

施
⃝

ス
テ

ー
ジ

と
観

客
席

間
の

適
切

な
距

離
の

確
保

、
出

演
者

や
ス

タ
ッ

フ
及

び
観

客
双

方
へ

の
感

染
対

策
の

周
知

イ
ベ

ン
ト

開
催

等
に

お
け

る
必

要
な

感
染

防
止

策
別

紙
２



感
染

防
止

安
全

計
画

策
定

等
に

係
る

事
務

手
続

き
フ

ロ
ー

イ
ベ

ン
ト

主
催

者
等

都
道

府
県

関
係

府
省

庁

イベント開催前 イベント開催後

①
感

染
防

止
安

全
計

画
の

作
成

（
5
,0

0
0
人

超
か

つ
5
0
%

超
の

イ
ベ

ン
ト

）

①
②

イ
ベ

ン
ト

開
催

・
対

策
の

実
施

提
出

①
②

結
果

報
告

資
料

の
作

成

•
感

染
対

策
の

実
施

状
況

•
感

染
発

生
が

見
ら

れ
た

場
合

の
対

応
•
感

染
防

止
等

の
実

施
実

績

（
報

告
内

容
）

・
内

容
確

認
・

必
要

に
応

じ
て

助
言

・
必

要
に

応
じ

て
問

題
が

確
認

さ
れ

た
イ

ベ
ン

ト
主

催
者

等
に

個
別

要
請

関
係

府
省

庁
は

定
期

的
に

情
報

共
有

し
、

都
道

府
県

は
安

全
計

画
の

確
認

時
に

参
照

結
果

報
告

資
料

の
保

管

確
認

※
都

道
府

県
か

ら
共

有
さ

れ
た

、
問

題
が

確
認

さ
れ

た
イ

ベ
ン

ト
主

催
者

等
の

情
報

提
供

を
集

約

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

※
の

作
成

確
認

提
出

問
題

が
発

生
し

た
場

合
、

関
係

府
省

庁
に

共
有

・
イ

ベ
ン

ト
開

催
時

に
必

要
な

感
染

防
止

策
の

見
直

し
・

業
種

別
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

改
訂

等

適
切

な
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
実

施

②
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
作

成
（

上
記

以
外

の
イ

ベ
ン

ト
）

※
①

計
画

策
定

時
は

必
須

②
未

作
成

時
は

問
題

が
発

生
し

た
場

合
の

み

公
表

（
※

）

（
※

）
緊

急
事

態
措

置
区

域
や

ま
ん

延
防

止
等

重
点

措
置

区
域

お
い

て
は

5,
00

0
人

超
の

イ
ベ

ン
ト

別
紙

３



Ⅲ
．

オ
ミ
ク

ロ
ン

株
の

特
徴

を
踏

ま
え

た
感

染
防

止
策

に
つ

い
て

【
事

業
所

】
〇

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
そ

の
形

態
は

様
々

で
あ

る
が

、
社

会
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
感

染
を

防
ぐ

た
め

に
も

、
オ

ミ
ク

ロ
ン

株
の

特
徴

と
し

て
感

染
・
伝

播
性

が
高

い
こ

と
を

踏
ま

え
、

三
密

を
避

け
る

行
動

を
徹

底
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
緊

急
事

態
宣

言
や

都
道

府
県

に
よ

る
“
レ

ベ
ル

３
”
へ

の
引

き
上

げ
を

待
つ

こ
と

な
く
、

以
下

の
感

染
防

止
策

を
前

倒
し

で
実

施
し

て
い

く
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
際

、
対

面
を

必
要

と
す

る
業

務
な

の
か

等
業

務
内

容
に

合
わ

せ
て

対
策

を
講

じ
る

べ
き

で
あ

る
。

・
緊

急
事

態
宣

言
の

発
出

を
待

つ
こ

と
な

く
、

職
場

へ
の

出
勤

に
関

し
て

、
業

務
継

続
の

観
点

か
ら

も
、

在
宅

勤
務

（
テ

レ
ワ

ー
ク

）
の

活
用

等
に

よ
る

出
勤

者
数

の
削

減
の

目
標

を
前

倒
し

て
設

定
す

る
こ

と
。

・
感

染
が

拡
大

し
て

い
る

地
域

へ
の

出
張

は
、

マ
ス

ク
の

着
用

等
基

本
的

な
感

染
対

策
を

徹
底

し
、

感
染

リ
ス

ク
の

高
い

行
動

は
避

け
る

こ
と

。
・
職

場
や

現
場

に
お

け
る

基
本

的
な

感
染

防
止

策
を

徹
底

す
る

こ
と

。
特

に
飛

沫
の

か
か

る
物

品
・
設

備
の

共
用

や
使

い
ま

わ
し

の
回

避
、

使
用

前
後

の
消

毒
は

徹
底

す
る

こ
と

。
・
休

憩
室

、
更

衣
室

、
喫

煙
室

等
に

お
け

る
飲

食
や

会
話

の
自

粛
、

適
切

な
（

使
用

人
数

に
応

じ
た

定
期

的
な

）
換

気
、

三
密

回
避

を
徹

底
す

る
こ

と
。

・
食

堂
や

寮
な

ど
職

員
の

交
わ

り
が

想
定

さ
れ

る
場

面
で

の
対

人
距

離
の

確
保

、
適

切
な

換
気

、
共

用
部

分
の

消
毒

を
徹

底
す

る
こ

と
。

・
従

業
員

の
体

調
管

理
（

日
々

の
検

温
、

必
要

に
応

じ
た

検
査

等
）

を
徹

底
す

る
こ

と
。

・
大

人
数

・
大

声
の

場
面

が
想

定
さ

れ
る

懇
親

会
等

は
自

粛
・
延

期
す

る
こ

と
。

〇
事

業
継

続
が

求
め

ら
れ

る
業

種
に

係
る

業
務

継
続

計
画

（
B

C
P

）
の

確
認

、
重

要
業

務
の

特
定

、
体

制
の

整
備

、
必

要
物

資
の

備
蓄

等
を

進
め

る
べ

き
で

あ
る

。オ
ミ

ク
ロ

ン
株

の
特

徴
を

踏
ま

え
た

感
染

防
止

策
に

つ
い

て
（

抄
）

第
1
2
回

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

分
科

会
提

言別
紙

４



１
．

効
果

的
な

換
気

（
必

要
な

換
気

量
の

確
保

と
空

気
の

流
れ

の
配

慮
）

1
－

1
必

要
な

換
気

量
の

確
保

は
感

染
対

策
の

基
本

（
必

要
な

換
気

量
の

確
保

）

〇
機

械
換

気
に

よ
る

常
時

換
気

を
。

定
期

的
な

機
械

換
気

装
置

の
確

認
や

フ
ィ

ル
タ

清
掃

等
も

重
要

。

機
械

換
気

は
強

制
的

に
換

気
を

行
う

も
の

で
、

2
00

3年
7月

以
降

は
住

宅
に

も
設

置
。

通
常

の
エ

ア
コ

ン
に

は
換

気
機

能
が

な
い

こ
と

に
留

意
。

〇
機

械
換

気
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、
窓

開
け

換
気

を
行

う
。

２
方

向
を

窓
開

け
る

と
換

気
効

果
が

大
き

い
。

外
気

条
件

を
考

慮
し

室
内

環
境

に
配

慮
し

て
換

気
方

法
を

選
択

。
室

内
環

境
の

目
安

は
、

温

度
1
8℃

～
2
8℃

、
相

対
湿

度
40

％
～

7
0％

が
望

ま
し

い
。

〇
必

要
な

換
気

量
（

一
人

当
た

り
換

気
量

3
0m

3 /
時

を
目

安
）

を
確

保
す

る
た

め
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
を

概
ね

1,
00

0
pp

m
以

下
に

維
持

（
※

１
）

。

必
要

換
気

量
を

満
た

し
て

い
る

か
を

確
認

す
る

方
法

と
し

て
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
測

定
器

（
C
O

2
セ

ン
サ

ー
）

の
活

用
が

効
果

的
。

（
※

１
）

二
酸

化
炭

素
濃

度
1
,
00

0p
p
m以

下
に

つ
い

て
は

目
安

で
あ

り
、

適
切

な
換

気
や

気
流

と
な

っ
て

い
る

こ
と

が
重

要
。

〇
必

要
な

換
気

量
を

確
保

で
き

な
い

場
合

、
換

気
扇

、
扇

風
機

、
サ

ー
キ

ュ
レ

ー
タ

の
ほ

か
、

H
E
PA

フ
ィ

ル
タ

付
き

の
空

気
清

浄
機

（
※

２
）

の
使

用
も

考
え

ら
れ

る
。

（
※

２
）

高
性

能
微

粒
子

（
H
E
PA

）
フ

ィ
ル

タ
付

空
気

清
浄

機
：

空
気

中
に

浮
遊

す
る

0
.3

㎛
の

微
粒

子
の

9
9.

97
％

以
上

を
除

去
す

る
こ

と
が

可
能

。
空

気
清

浄
機

は
二

酸
化

炭
素

濃
度

を
下

げ
る

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
に

留
意

。

１
－

２
感

染
を

防
ぐ

た
め

の
空

気
の

流
れ

の
作

り
方

（
空

気
の

流
れ

の
配

慮
）

〇
十

分
な

外
気

の
取

り
入

れ
・

排
気

と
あ

わ
せ

、
空

気
の

流
れ

に
よ

り
局

所
的

に
生

じ
る

空
気

の
よ

ど
み

を
解

消
。

エ
ア

ロ
ゾ

ル
の

発
生

が
多

い
エ

リ
ア

か
ら

排
気

し
て

、
反

対
側

か
ら

外
気

を
取

り
入

れ
る

と
、

浮
遊

す
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
を

効
果

的
に

削
減

す

る
こ

と
が

出
来

る
。

〇
空

気
の

流
れ

を
阻

害
し

な
い

パ
ー

テ
ィ

シ
ョ

ン
の

設
置

空
気

の
流

れ
を

阻
害

す
る

高
い

パ
ー

テ
ィ

シ
ョ

ン
や

天
井

か
ら

の
カ

ー
テ

ン
な

ど
は

空
気

の
流

れ
に

対
し

て
平

行
に

配
置

し
、

空
気

の
通

り

道
を

設
け

る
。

目
を

覆
う

程
度

の
高

さ
の

パ
ー

テ
ィ

シ
ョ

ン
は

、
横

の
人

と
の

距
離

を
１

m
程

度
以

上
確

保
で

き
る

場
合

は
、

3
方

向
を

塞
が

な
い

よ
う

に
す

る
。

効
果

的
な

換
気

の
ポ

イ
ン

ト

（
※

）
ビ

ル
管

理
法

の
特

定
建

築
物

に
該

当
す

る
事

業
所

等
に

つ
い

て
は

、
同

法
に

基
づ

く
対

応
を

行
う

。

別
紙

５
第

1
7
回

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

分
科

会
提

言


